
ⅠⅠⅠⅠコーポレート・ガバナンスにコーポレート・ガバナンスにコーポレート・ガバナンスにコーポレート・ガバナンスに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方及方及方及方及びびびび資本構成、企業資本構成、企業資本構成、企業資本構成、企業属属属属性性性性そのそのそのその他他他他のののの基本情報基本情報基本情報基本情報    

１．基本的１．基本的１．基本的１．基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

２．資本構成２．資本構成２．資本構成２．資本構成    

【大株主【大株主【大株主【大株主のののの状状状状況】況】況】況】    

補足説明 

３．企業３．企業３．企業３．企業属属属属性性性性    

４．支配株主４．支配株主４．支配株主４．支配株主とのとのとのとの取引等取引等取引等取引等をををを行行行行うううう際際際際におけるにおけるにおけるにおける少少少少数数数数株主株主株主株主のののの保護保護保護保護のののの方策方策方策方策にににに関関関関するするするする指針指針指針指針    
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フィンテック グローバルフィンテック グローバルフィンテック グローバルフィンテック グローバル株式株式株式株式会会会会社社社社
代表取締役社長 玉井信光

問合せ先：03-5733-2121

証券コード：8789

http://www.fgi.co.jp/

当当当当社社社社のコーポレート・ガバナンスののコーポレート・ガバナンスののコーポレート・ガバナンスののコーポレート・ガバナンスの状状状状況況況況はははは以下以下以下以下のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。

当社は、経営の透明度がガバナンスにおいて有効であると考え、金融商品取引法等の関連法令及び証券取引所の定める適時開示規則等の諸
規則に基づく事項のみならずステークホルダーにとって有用な情報を、ＩＲを通じて適時、財務状況、経営状況、経営成績、リスク要因、コーポレー
ト・ガバナンスの確保のための諸制度などの経営情報を市場・株主・従業員へ向けて積極的に開示していきたいと考えております。 
当社は経営の透明度及びコンプライアンスという観点で常に経営を監視しつつ、株式会社の目的の一つである適正な利潤の追求と株主の皆様
に対し長期的な企業価値の増大と還元を実現するため、業務執行における経営判断の「質」と「スピード」を重視したコーポレート・ガバナンスの整
備に努めております。 

外国人株式保有比率 10%未満

氏名又氏名又氏名又氏名又はははは名名名名称称称称 所有株式所有株式所有株式所有株式数数数数（株）（株）（株）（株） 割合（％）割合（％）割合（％）割合（％）

玉井 信光 20,095,500 13.65

藤井 優子 5,201,400 3.53

日本証券金融株式会社 3,872,600 2.63

テンダネスファンドＴ投資事業有限責任組合 3,749,100 2.55

楽天証券株式会社 1,998,600 1.36

株式会社SBI証券 1,733,100 1.18

松井証券株式会社 1,700,800 1.16

青島 正章 1,691,000 1.15

ロバート・ハースト 1,535,000 1.04

大和証券株式会社 1,533,000 1.04

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

――― 

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 9 月

業種 その他金融業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満



５．５．５．５．そのそのそのその他他他他コーポレート・ガバナンスにコーポレート・ガバナンスにコーポレート・ガバナンスにコーポレート・ガバナンスに重要重要重要重要なななな影響影響影響影響をををを与与与与えうるえうるえうるえうる特別特別特別特別なななな事情事情事情事情    

――― 

――― 



ⅡⅡⅡⅡ経営経営経営経営上上上上のののの意思決定、執行及意思決定、執行及意思決定、執行及意思決定、執行及びびびび監督監督監督監督にににに係係係係るるるる経営経営経営経営管理組織管理組織管理組織管理組織そのそのそのその他他他他のコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンス体制体制体制体制のののの状状状状況況況況    

１．機１．機１．機１．機関関関関構成構成構成構成・・・・組織運組織運組織運組織運営営営営等等等等にににに係係係係るるるる事項事項事項事項    

【取締役【取締役【取締役【取締役関関関関係】係】係】係】    

会社との関係(1) 

会社との関係(2) 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 7 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名氏名氏名氏名 属属属属性性性性
会会会会社社社社とのとのとのとの関関関関係係係係((((※)※)※)※)

aaaa bbbb cccc dddd eeee ffff gggg hhhh iiii jjjj kkkk

木村 喬 公認会計士 △

※※※※    会会会会社社社社とのとのとのとの関関関関係係係係についてのについてのについてのについての選選選選択択択択項目項目項目項目    

※※※※    本人本人本人本人がががが各項目各項目各項目各項目にににに「現在「現在「現在「現在・・・・最近」最近」最近」最近」においてにおいてにおいてにおいて該該該該当当当当しているしているしているしている場合場合場合場合はははは「「「「○○○○」、「過去」」、「過去」」、「過去」」、「過去」にににに該該該該当当当当しているしているしているしている場合場合場合場合はははは「「「「△△△△」」」」    

※※※※    近親者近親者近親者近親者がががが各項目各項目各項目各項目にににに「現在「現在「現在「現在・・・・最近」最近」最近」最近」においてにおいてにおいてにおいて該該該該当当当当しているしているしているしている場合場合場合場合はははは「「「「●●●●」、「過去」」、「過去」」、「過去」」、「過去」にににに該該該該当当当当しているしているしているしている場合場合場合場合はははは「「「「▲▲▲▲」」」」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名氏名氏名氏名
独独独独立立立立    

役員役員役員役員
適合項目適合項目適合項目適合項目にににに関関関関するするするする補足補足補足補足説説説説明明明明 選任選任選任選任のののの理由理由理由理由

木村 喬 ○

木村喬氏は、当社の会計監査人であった
清和監査法人の業務執行社員として、20
08年から2013年まで当社の会計監査を 
行っていました。また、当社及び子会社 
は、2014年9月期に同氏が代表取締役で 
ある株式会社ベルウェザーに、当社子会 
社の決算業務に係るコンサルティング業 
務等を委託したことにより、同社に少額の 
報酬を支払っております。なお、当社は20
14年12月19日開催の当社第20期定時 
株主総会において、新日本有限責任監査
法人を会計監査人に選任し、就任してお
りますが、木村喬氏は同法人に2001年か
ら2007年まで所属していました。

公認会計士、税理士の資格を有し、様々な企 
業の会計監査、内部統制、調査業務、アドバイ 
ザリー業務等を経験しており、財務、会計及び 
内部統制等に関し豊富な経験と幅広い見識に 
よる専門的見地から社外取締役としての職務 
を適切に遂行することができると判断しており 
ます。 
当該役員の属性等から判断し、当社の経営陣 
から著しいコントロールを受けうる立場または 
上場会社の経営陣に対して著しいコントロール 
を及ぼしうる立場になく、一般株主との利益相 
反が生ずるおそれがないと判断されることか 
ら、独立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし



【監【監【監【監査査査査役役役役関関関関係】係】係】係】    

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

会社との関係(1) 

会社との関係(2) 

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役は会計監査人からは四半期ごとに報告を受けるなど、緊密な連携を保ち、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評への立会いを行 
うなど、積極的に意見及び情報の交換を行い、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的な監査に努 
めております。  
また、監査役は会社の業務及び財産の調査その他の監査職務の執行にあたり、内部監査部門と緊密な連携を保ち、内部監査部門の監査毎に 
報告をうけ、効率的な監査を実施するよう努めております。 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名氏名氏名氏名 属属属属性性性性
会会会会社社社社とのとのとのとの関関関関係係係係((((※)※)※)※)

aaaa bbbb cccc dddd eeee ffff gggg hhhh iiii jjjj kkkk llll mmmm

萩原 啓史 他の会社の出身者

大山 亨 他の会社の出身者

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名氏名氏名氏名
独独独独立立立立    

役員役員役員役員
適合項目適合項目適合項目適合項目にににに関関関関するするするする補足補足補足補足説説説説明明明明 選任選任選任選任のののの理由理由理由理由

萩原 啓史 ○ ―――

大手金融機関にて海外勤務も含め国際的な金
融業務経験を長く積まれ、また経営者としての
実績も豊富で、経営に関する幅広い知識・経
験を有しており、その企業経営者としての豊富
な経験や見識を活かして当社の取締役の業務
執行等の適法性について客観的・中立的な監
査をしていただくのに適任と考え、選任されて
おります。 
また、当該役員の属性等から判断し、当社の 
経営陣から著しいコントロールを受けうる立場 
または上場会社の経営陣に対して著しいコント 
ロールを及ぼしうる立場になく、一般株主との 
利益相反が生ずるおそれがないと判断される 
ことから、独立役員に指定しております。

証券会社の公開引受部や、株式上場コンサル 
タントとして、長年株式公開指導に当たった経 



【【【【独独独独立役員立役員立役員立役員関関関関係】係】係】係】    

その他独立役員に関する事項 

【【【【インセンティブインセンティブインセンティブインセンティブ関関関関係】係】係】係】    

該当項目に関する補足説明 

該当項目に関する補足説明 

【取締役報酬【取締役報酬【取締役報酬【取締役報酬関関関関係】係】係】係】    

該当項目に関する補足説明 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

大山 亨 ○ ―――

験や見識、当社の社外監査役としての実績な 
どから、当社の取締役の業務執行等の適法性 
について客観的・中立的な監査をしていただく 
のに適任と考え、選任されております。 
また、当該役員の属性等から判断し、当社の 
経営陣から著しいコントロールを受けうる立場 
または上場会社の経営陣に対して著しいコント 
ロールを及ぼしうる立場になく、一般株主との 
利益相反が生ずるおそれがないと判断される 
ことから、独立役員に指定しております。

独立役員の人数 3 名

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

当社取締役にはストックオプション制度を導入し、業績向上に対するインセンティブを付与しております。ストックオプション制度の導入により、単 
年度の業績のみならず、中・長期的な業績向上に注力することを期待しております。 
なお、平成20 年９月期以降に多額の損失を計上するにいたった経営責任を明確にするため、平成20年９月期以降、取締役に対するストックオプ 
ションの割当を中止しております。 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

業績向上に対する意欲や士気を一層高め、中長期的な企業価値向上のための有効なインセンティブの一つとして考えており、期待する役割、貢 
献とのバランスを考慮したうえで、付与しております。 

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

平成13年９月25日開催の臨時株主総会に基づく取締役の報酬限度額は、年額500,000千円であります。平成26年９月期においての取締役（支給 
人員4名）への報酬支給額は99,145千円であります。この他、使用人兼務取締役に対する使用人給与（賞与を含む。）は10,474千円であります。 
また、平成19年12月20日の定時株主総会において、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な 
内容決定の件について決議しております。これは、株式報酬連動型ストックオプションであり、これに関する報酬等の額は、退職慰労金的性格に 
鑑み、取締役に対する固定報酬の額にそれに対する退職慰労金積立額相当額の計算のための一定の割合を乗じたものであります。 
なお、平成20 年９月期以降に多額の損失を計上するにいたった経営責任を明確にするため、平成20年９月期以降、取締役に対するストックオプ 
ションの割当を中止しております。 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり

役員の報酬は、原則として基本報酬、ストックオプションで構成しております。 
＜基本報酬＞ 
取締役全員の報酬限度額は株主総会において決議しており、その上で個々の取締役の報酬については、職責、従業員給与とのバランス、貢献 
度、会社業績等を勘案し、取締役会にて配分方法を決議の上、詳細は代表取締役社長が決定しております。 
 
＜ストックオプション＞ 
ストックオプションについては、取締役の企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めること等を目的に、株主総会にて承認を受けたストッ 
クオプションとしての新株予約権に関する報酬限度額内において、取締役会で決定することとしております。 



【社外取締役（社外監【社外取締役（社外監【社外取締役（社外監【社外取締役（社外監査査査査役）役）役）役）のサポートのサポートのサポートのサポート体制】体制】体制】体制】    

２．業務執行、監２．業務執行、監２．業務執行、監２．業務執行、監査査査査・・・・監督、指名、報酬決定等監督、指名、報酬決定等監督、指名、報酬決定等監督、指名、報酬決定等のののの機能機能機能機能にににに係係係係るるるる事項（現事項（現事項（現事項（現状状状状のコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンス体制体制体制体制のののの概概概概要）要）要）要）    

３．現３．現３．現３．現状状状状のコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンスのコーポレート・ガバナンス体制体制体制体制をををを選選選選択択択択しているしているしているしている理由理由理由理由    

当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門、内部 
統制部門との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、社外監査役については、 
その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門、内部統制部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を 
行っております。これらを通して社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。 

取締役会は、取締役６名で構成され、うち１名が社外取締役１名であります。原則として毎月１回開催され、会社の重要事項について意思決定お
よび重要事項の報告がなされ、業務執行に対する監督を行います。監査役も取締役会に毎回出席し、適切な経営判断がなされているかの監視
が行われております。また、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を目的に執行役 
員制度を導入しております。 
 
監査役会は原則として毎月１回開催され、各監査役は常に外部の目から取締役の職務の執行状況を把握し、監査役会が定めた監査の方針、監
査計画等に従い、取締役の業務執行の適法性について監査しております。監査役の機能強化への取組みについては、企業経営や監査に深い
知識・経験を有する金融機関、証券会社の出身者を選任することにより、当社の事業特性を理解した専門的な見地からの監査ができるようにした
上で、独立性の高い社外監査役２名を選任しております。また、会計監査人や内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、連携することにより
実効的な監査体制を整えております。 
監査役は、毎月監査役監査を実施し、取締役会において適宜必要な課題を提起するとともに、そのフォローを行っております。また、当社グルー
プ各社の監査役を兼務している場合、当該会社の取締役会・投資運用委員会等をはじめとする重要な会議へ出席しております。このように、当社
及び当社グループ会社の業務及び財産の状況調査などを通じて、取締役の職務の執行を監査しております。 
 
当社では透明性の高い経営、機動的な経営を実現するため経営会議を重要な機能として考えております。取締役、執行役員及び関連する部門
の責任者や担当者が参加し、業務や経営に関する重要な案件を議論、協議、報告する場と位置づけております。また、当社はリスクマネジメント・
コンプライアンス委員会を設置しており、リスク管理、コンプライアンス推進に係わる事項を審議し、取締役会に提言する役割を果たしております。 
 
なお、平成26年９月期において、取締役会は18回開催し、監査役会は12回開催しております。取締役、執行役員及び関連する部門の責任者や担
当者が参加する経営会議は当社グループ会社の責任者も参加する「グループ営業会議」を含めて11回開催しております。 
 
さらに当社グループとしては、グループ・ガバナンス態勢を強化し、経営管理を的確に行うために、グループ横断的なリスク管理態勢、コンプライ
アンス態勢、並びに内部監査態勢を構築すると共に、重要な当社グループ各社に対しては、当社から取締役を派遣し、その業務執行を監督して
おります。重要な当社グループ各社においては、各社の業態に応じて取締役会の活性化と経営の透明性向上を図ると共に、当該会社の取締役
会傘下の任意の委員会として投資運用委員会、リスク管理委員会等を設置しております。 
 
内部監査は、社長直属の内部監査室を設置し、当社及び重要なグループ会社を対象に業務監査を実施しております。各業務部門に内包される
リスクを明らかにし、リスク軽減のために業務の改善及び法令順守体制の構築支援等を主たる目的として活動しております。監査結果は社長、監
査役及び関係先へ示達され、是正措置へ向けたフォローがなされております。 
 
リスク管理体制については、リスク管理規程、リスク管理方針及び災害対策規程を制定・施行しており、リスクの種類に応じて担当する部門がリス
ク管理を行うとともにそのリスクを全社的に管理する体制を整備しております。また、投融資案件に関しては、投融資先の信用状況、担保・保証等
の状況、事業内容及び投資の採算性などの総合的な検討をはじめとして、法令等を遵守し、かつ中立性、透明性を確保した助言及び意見具申を
行うことを目的とする投融資委員会を代表取締役社長の諮問機関として設置しており、各案件のリスクをより多面的・重層的に分析し対策を施し
ております。なお、企業経営及び日常業務に関しては、全社的な法務リスク管理体制の強化のため、弁護士事務所と顧問契約を締結し、様々な 
参考意見や助言などの指導を適宜受けられる体制を設けております。その他、当社または子会社においてストラクチャードファイナンス案件を組
成する際やアセットマネジメント業務を受託する際には、案件ごとにドキュメンテーションのリーガルチェックを行っております。 
 
会計監査に関しては、2014年９月期において清和監査法人と会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しており、当社は正 
確且つ迅速な経営情報・財務情報の提供することで、適正な監査が実施される環境を整備しております。平成26年9月期において会計監査業務 
を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続関与年数は次の通りです。 
清和監査法人 指定社員 業務執行社員  筧 悦生 
清和監査法人 指定社員 業務執行社員  平澤 優 
（筧 悦生氏の継続監査年数は６年、平澤 優氏の継続監査年数は２年となっております。） 
上記の他に公認会計士６名、その他５名が補助者として監査業務に携わっております。 
 
なお、平成26年９月期の定時株主総会において、新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任し、就任しております。 
 
◇取締役又は監査役と当社との責任限定契約について 
当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役１名及び社外監査役２名との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、
職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。 

当社は投資銀行業務やアセットマネジメント業務、プリンシパルインベストメントといった非常に専門性の高い業務を行っているため、業務内容や
リスクに詳しい社内取締役によるガバナンス体制が有効と考えておりますが、社外チェックという観点からは、社外監査役の取締役会の出席・意 
見陳述や日常の監査により経営監視機能を確保した上で、独立性を備えた社外取締役１名を選任して、取締役会の監督機能の一層の強化を図 
っております。このことから経営の監視機能の面で、現在の体制が十分に機能すると考え、現状の体制を採用しております。 
また、経営上の重要課題としての全社的なリスクマネジメントならびにコンプライアンス推進に係わる事項を審議するため、リスクマネジメント・コン
プライアンス委員会を取締役会の諮問機関として設置しており、経営に対する牽制機能の一つとしております。 



ⅢⅢⅢⅢ株主株主株主株主そのそのそのその他他他他のののの利害利害利害利害関関関関係者係者係者係者にににに関関関関するするするする施策施策施策施策のののの実実実実施施施施状状状状況況況況    

１．株主１．株主１．株主１．株主総会総会総会総会のののの活性化及活性化及活性化及活性化及びびびび議決議決議決議決権権権権行使行使行使行使のののの円円円円滑化滑化滑化滑化にににに向向向向けてのけてのけてのけての取組取組取組取組みみみみ状状状状況況況況    

２．ＩＲ２．ＩＲ２．ＩＲ２．ＩＲにににに関関関関するするするする活動活動活動活動状状状状況況況況    

３．３．３．３．ステークホルダーのステークホルダーのステークホルダーのステークホルダーの立場立場立場立場のののの尊重尊重尊重尊重にににに係係係係るるるる取組取組取組取組みみみみ状状状状況況況況    

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定

当社の決算期は９月３０日であり、毎年１２月に株主総会を開催しております。日本では一般
的に３月決算の会社が多く、６月末に株主総会が集中いたしますが、当社はそれに該当いた
しま 
せん。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

個人投資家向けに定期的説明会を開催

当社は平成１７年６月、東京証券取引所マザーズ市場に上場して以来、定期 
的に個人投資家説明会を開催しております。平成26年９月期の決算に関する 
個人投資家向けの説明会については、ＩＲを担当する当社執行役員が説明者 
となり、平成26年12月に３都市で合計４回開催しております。 
参加者は外部運営者の案内等で募り、多くの個人投資家のご参加をいただき 
ました。説明会では決算説明及び今後の事業展開等を個人投資家にご理解 
が深まるように説明しております。

なし

IR資料のホームページ掲載

ホームページURL： http://www.fgi.co.jp/において、ＩＲ情報（投資者向け情報） 
として、IR ニュース（適時開示資料）、財務ハイライト、ＩＲカレンダー、ＩＲライブ 
ラリー、株主メモ、電子公告を掲載しております。 
また、ＩＲ情報ではＩＲに関するメール配信サービスの登録ができます。事業案 
内では、当社グループの事業内容並びに投資先企業の紹介等の情報を随時 
更新しており、事業内容、経営成績及び財政状況の閲覧が可能となっており 
ます。 
英文のサイトも同様に用意しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
ＩＲ担当部署名：事業統括部 
ＩＲ担当役員：取締役 経営管理部／事業統括部管掌 上席執行役員 鷲本  
晴吾 

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

ＦＧＩグループコンプライアンス規範やFGIグループ行動規範において、各種ステークホルダーと 
の関わりについて基本的な行動の規範を定めております。



ⅣⅣⅣⅣ内内内内部統制部統制部統制部統制システムシステムシステムシステム等等等等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

１．１．１．１．内内内内部統制部統制部統制部統制システムにシステムにシステムにシステムに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方及方及方及方及びそのびそのびそのびその整備整備整備整備状状状状況況況況

    

経営の基本方針その他重要事項を決定する取締役会を毎月１回開催しており、必要に応じて、臨時取締役会を開催しております。機動的な経営 
を実現する一環として、取締役及び関連する部門の責任者や担当者が参加し、随時、経営会議を実施し、経営に関する重要な報告・議論・協議
を行っております。 
経営の透明性の向上のため、金融商品取引法等の関連法令や証券取引所の適時開示規則に基づく開示及びホームページによるＩＲ情報の開示
やニュース・リリースの発信を行っております。今後も投資家向け会社説明会等の活動により積極的でかつ公平な情報開示に努めてまいります。 
また、最近の内部統制に係る整備状況としては、当社及び子会社各社の業容拡大に伴う内部管理態勢の強化を推進し、社内規程や職務権限等
の見直しを行うほか、業務プロセス、手順の明確化を通じた法令遵守態勢の見直しを行っております。なお、本報告書提出日現在、当社の「内部
統制システム構築の基本方針」は、以下のとおりであります。 
 
１．取締役及び使用人（以下総称して「役職員」という。）の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
フィンテックグローバル株式会社（以下「FGI」という）は、FGI及びその子会社からなる企業集団（以下「FGIグループ」という。）の役職員の職務の執 
行が法令及び定款に適合することを確保するため、次の体制を整備する。 
（1） FGIグループは「FGIグループ行動規範」及び「FGIグループコンプライアンス規範」を定め、FGIグループの役職員が研修や日々の職務を通 
じて公正で透明性のある企業風土の構築に努める。 
(2) FGIグループは、FGI及び主要な子会社にコンプライアンス担当部署を設置すると同時に、必要に応じてコンプライアンス上の諸問題を討議す
る委員会を有し、コンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに当該担当部署、委員会または常勤監査役等へ報告する体制を構築す
る。また、FGI法務・コンプライアンス部が事務局となり、FGIグループ内のコンプライアンスやリスク管理の諸問題を討議するリスクマネジメント・コ
ンプライアンス委員会を設置し、法令、定款及びFGIグループ内の諸規程（以下「法令・定款等」という。）の遵守状況をモニタリングするとともに、F
GIグループのコンプライアンス体制の随時見直しや取組みについて検討を行う。 
(3) FGIは、FGIグループの職務実施状況の実態を把握するため、FGI取締役社長（以下「社長」という。）直轄の内部監査室を設置し、FGIグルー
プの職務が法令・定款等に準拠して適正・妥当に行われているか定期的に内部監査を行い、その結果を社長及び取締役会等に報告し、是正等
の的確な対応を行う体制を構築する。 
(4) FGIグループは、「FGIグループコンプライアンス規範」を定めるとともにFGI及び主な子会社において「内部通報規程」を定め、FGIグループの
役職員に周知する。これらの規程に基づく内部通報は、コンプライアンス部門及び監査役、社外弁護士等を通報窓口とし、報告者、相談者及び内
部通報者の匿名性を確保することにより、円滑に通報や相談ができ、当該通報により報告者等に対して解雇その他、いかなる不利益取扱いを行
わない仕組みを構築する。 
（5） FGIは、FGIグループの役職員に信頼性のある財務報告の重要性の認識を促すとともに、連結ベースでの適正な財務報告を実現するため内
部統制システムを構築する。また専門家などの情報を適切に入手した上で、事業の実態を反映するよう、会計方針を選択適用するとともに適切
な会計処理を行い、適正な財務報告を実現する。 
(6) FGIグループは反社会勢力との取引は行わず、また、反社会勢力との取引を行わないよう未然防止対策に努める。 
 
２．取締役の職務の遂行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
FGIは、「情報管理規程」に基づき、取締役の職務執行に係る情報を、その保存媒体に応じて検索し閲覧することができる状態で、適切に保存及
び管理（廃棄を含む）する。 
 
３．リスクの管理に関する規程その他の体制 
（1） FGIは、「リスク管理規程」を定め、1から4を含むリスクカテゴリー毎に所管部を定めてリスク管理を行う。すなわち当該所管部が各リスクに対
する不断の予防体制を構築し、各リスクが顕在化した際には、必要に応じて緊急対策本部を設置し、適切な対応を行う。 
 1 信用リスク 
 2 コンプライアンスリスク 
 3 流動性リスク 
 4 オペレーショナルリスク 
（2） FGIは、子会社におけるリスク情報の有無の把握に努め、子会社において重要なリスクが認識された場合には、直ちにその内容、損失の可
能性の程度及びFGIグループに対する影響等について把握し、緊急対策本部はFGIのリスク管理規程に基づき適切な対応を行う。 
（3） FGIは、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会において、リスク管理の組織または体制の整備、リスクに関する規程の策定、改定等のリ
スク管理に関する事項について検討を行う。 
 
４．取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制 
FGIは、取締役間の連携を促し、その職務の執行が効率的に行われることを確保するため次の体制を整備する。 
(1） 取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時取締役会または書面により取締役会を実施するほか、経営会議等目的に応
じた会議体や委員会を通じて取締役間で審議、情報交換を行う。 
（2） 取締役会の決定に基づく職務執行体制については、「組織規程」に基づく「稟議規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」において各職
務の責任者となる取締役及びその職務範囲を定め、当該各取締役がこれを執行するものとする。 
（3） 取締役が持つ経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図ることを目的として、
執行役員制度を導入する。 
 
５．FGIグループにおける職務の適正を確保するための体制 
FGIグループは、FGIグループにおける職務の適正を確保するために次の体制を整備する。 
(1)  FGIグループは、職務の適正化を確保するために各社の職務運営に関する諸規程を定める。 
(2) FGIは、子会社の職務の適正を確保するために子会社監視・監督や子会社の職務の執行に係る事項のFGIへの報告に関する規程を定め、F
GI担当部署は当該規程に従い、子会社に対する監視・監督を果たし子会社の営業成績・財務状況その他重要な情報について、定期的に当社へ
の報告が行われる体制を整備する。 
(3) 必要に応じて、子会社の役員にFGIの役員が就任することにより、ガバナンスを確保する。 
 
６．財務報告の信頼性を確保するための体制 
（1） FGIグループは、適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に係
る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。 
（2） 内部監査部署は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署または子会社は、是正、改善の必要があ
るときには、その対策を講ずる。 
 
７．反社会的勢力との取引の排除・防止のための体制 
（1） FGIは、「FGIグループコンプライアンス規範」を定め、反社会的勢力との取引の謝絶、未然防止についてFGIグループの役職員全員が高い認
識を持った対応が行えるよう努める。 



２．反社２．反社２．反社２．反社会会会会的勢力排除的勢力排除的勢力排除的勢力排除にににに向向向向けたけたけたけた基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方及方及方及方及びそのびそのびそのびその整備整備整備整備状状状状況況況況    

（2） FGIは反社会的勢力との取引防止のためFGIグループ共通の「反社チェック」制度を設け、FGIグループの役職員に周知・徹底の上、遵守させ
る。 
 
８．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 
FGIは、監査役から求めがある場合には、速やかに監査役の職務を補助する監査役スタッフを置くこととする。 
 
９．監査役を補助する使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項 
（1） FGIは、監査役スタッフを置く場合には、その独立性を確保するため、当該スタッフの任命、異動等人事権にかかわる事項の決定については
事前に常勤監査役の同意を得るものとする。 
（2） 監査役スタッフの監査役補助職務に対する指揮命令権は、監査役が有するものとし、取締役からの指揮命令に服さないものとする。 
 
１０．役職員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 
FGIは、役職員が監査役に報告するため次の体制を整備する。 
（1） 役職員はFGIの職務、業績に影響を与える重要な事項または監査役による指摘事項に関する対応の進捗状況等について監査役に都度報
告する。 
（2） 監査役はいつでも必要に応じて、役職員に対して報告を求めることができる。 
 
１１．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
FGIは、監査役の監査が実効的に行われることを確保するために次の体制を整備する。 
（1） 監査役は、社長その他の取締役または会計監査人とそれぞれ定期的にまたは必要に応じて意見交換する。 
（2） 監査役は、内部監査担当部門や子会社の取締役または監査役等との情報交換、連携を密にするとともに、必要に応じて、子会社の監査役
を兼務する。 
（3） 監査役は、取締役会へ出席し、適時かつ的確に職務執行状況を把握するため、経営会議等会議体の議事録、資料等を閲覧できる。 
（4） 監査役は、必要に応じて、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタントその他外部アドバイザーに相談することができ、その
費用は会社が負担するものとする。

当社は、企業の社会的責任及び企業防衛の観点から、反社会的勢力との関係は一切持たないとの基本方針のもと、当社の「FGIグループ コンプ
ライアンス規範」で定められた反社会的勢力対応の一貫として反社会的勢力チェック体制を整備し、その運用を徹底、適宜その体制改善を図るこ
とで、反社会的勢力を一切排除する取り組みを実施しております。 
具体的には、当社もしくは当社関係会社が行う取引について、原則として全取引先に対し、取引の事前及び定期的に、取引先及びその経営者等
について調査を行うことを基本としております。また調査結果についてはデータベース化を行うことで情報の蓄積を図るとともに、必要に応じて外
部専門家と連携するなど、体制の強化を図っております。 
また、当社が締結する契約書等には、反社会的勢力であることが判明した場合は解除事由となる条項を設けるなど、様々な措置を講じており、万
一そのような勢力からの接触・介入があった場合には、社内外で連携を図りながら毅然とした態度で対処する所存であります。



ⅤⅤⅤⅤそのそのそのその他他他他    

１．買１．買１．買１．買収収収収防衛策防衛策防衛策防衛策のののの導入導入導入導入のののの有無有無有無有無    

該当項目に関する補足説明 

２．２．２．２．そのそのそのその他他他他コーポレート・ガバナンスコーポレート・ガバナンスコーポレート・ガバナンスコーポレート・ガバナンス体制等体制等体制等体制等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

買収防衛策の導入の有無 なし

――― 

――― 
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